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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年6月25日(2009.6.25)

【公表番号】特表2009-514786(P2009-514786A)
【公表日】平成21年4月9日(2009.4.9)
【年通号数】公開・登録公報2009-014
【出願番号】特願2008-521643(P2008-521643)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/194    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  13/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   1/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  33/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  33/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  15/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  31/194   　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  13/12    　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/12    　　　　
   Ａ６１Ｋ  33/10    　　　　
   Ａ６１Ｋ  33/08    　　　　
   Ａ６１Ｐ  15/12    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月8日(2009.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クエン酸カリウム、クエン酸、並びに炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、酸化カルシ
ウム、及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される成分の混合物を含む、組
成物。
【請求項２】
　前記混合物が粉末混合物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　該クエン酸カリウムが、約１０ｍＥｑ～約４０ｍＥｑのレベルであり、該炭酸カルシウ
ムが、約１０ｍＥｑ～約４０ｍＥｑのレベルであり、クエン酸が、約２０ｍＥｑ～約１０
０ｍＥｑのレベルである、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、約２０ｍＥｑのクエン酸カリウム、約２０ｍＥｑの炭酸カルシウム、及
び約２０ｍＥｑのクエン酸を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　更にクエン酸の形態で０．１７～１．３４ｍＥｑのクエン酸塩を有する、請求項４に記
載の組成物。
【請求項６】
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　更に甘味料を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記甘味料が人工甘味料である、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　該組成物が溶液の形態である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　該溶液が水溶液である、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　該組成物が懸濁液の形態である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　クエン酸カリウム、炭酸カルシウム、及びクエン酸を含み、水に溶解すると、カリウム
、カルシウム及びクエン酸塩の水溶液を、２：１：１．３３～２：１：２．６７の範囲の
カリウム：カルシウム：クエン酸塩のモル比でもたらす、粉末混合物。
【請求項１２】
　該クエン酸カリウムが、約１０ｍＥｑ～約４０ｍＥｑのレベルであり、該炭酸カルシウ
ムが、約１０ｍＥｑ～約４０ｍＥｑのレベルであり、クエン酸が、約２０ｍＥｑ～約１０
０ｍＥｑのレベルである、請求項１１に記載の粉末混合物。
【請求項１３】
　約２０ｍＥｑのクエン酸カリウム、約２０ｍＥｑの炭酸カルシウム、及び約２０ｍＥｑ
のクエン酸を含む、請求項１２に記載の粉末混合物。
【請求項１４】
　更にクエン酸の形態で０．１７～１．３４ｍＥｑのクエン酸塩を有する、請求項１２に
記載の粉末混合物。
【請求項１５】
　２：１：１．３３のカリウム：カルシウム：クエン酸塩のモル比を有する、請求項１１
に記載の粉末混合物。
【請求項１６】
　動物における骨粗鬆症若しくは腎結石又はその両方を処置又は予防するための組成物で
あって、クエン酸カリウム、クエン酸、並びに炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、酸化
カルシウム、及びこれらの任意の組み合わせからなる群から選択される成分の混合物を含
み、前記組成物が、２：１：１．３３～２：１：２．６７の範囲のカリウム：カルシウム
：クエン酸塩のモル比を有する、組成物。
【請求項１７】
　該動物がヒトである、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　該ヒトが閉経後の女性である、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記組成物が経口投与されることで特徴付けられる、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２０】
　該動物が慢性下痢症候群を呈する、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２１】
　該組成物が、２：１：１．３３のカリウム：カルシウム：クエン酸塩のモル比を有する
、請求項１６に記載の組成物。
【請求項２２】
　動物における骨粗鬆症若しくは腎結石又はその両方を処置又は予防するための組成物で
あって、２：１：１．３３～２：１：２．６７の範囲のカリウム：カルシウム：クエン酸
塩のモル比を有する、クエン酸カリウム及びクエン酸カルシウムの混合物を含む、組成物
。
【請求項２３】
　該動物がヒトである、請求項２２に記載の組成物。
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【請求項２４】
　該ヒトが閉経後の女性である、請求項２３に記載の組成物。
【請求項２５】
　前記組成物が経口投与されることで特徴付けられる、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２６】
　該動物が慢性下痢症候群を呈する、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２７】
　該組成物が、２：１：１．３３のカリウム：カルシウム：クエン酸塩のモル比を有する
、請求項２２に記載の組成物。
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